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第７３号議案説明資料

あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

○芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条

    例 

（設置） 

第1条 芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例（平成19年芦屋市

条例第5号）第15条第1項の規定に基づき，芦屋市立あしや市民活動

センター（以下「活動センター」という。）を設置する。 

（開館時間等） 

○あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第1条 芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例（平成19年芦屋市

条例第5号）第15条第1項の規定に基づき，あしや市民活動センター

（以下「活動センター」という。）を設置する。 

（開館時間等） 

第4条 活動センターの開館時間は，午前9時から午後5時までとする。 第4条 活動センターの開館時間は，午前10時から午後5時までとする。

2 （省略） 

3 前2項の規定にかかわらず，市長は，特に必要があると認めるとき

は，開館時間若しくは休館日を変更し，又は臨時に休館することが

できる。 

別表（第9条関係） 

施設使用料金表 

2 （省略） 

3 前2項の規定にかかわらず，市長は，特に必要があると認めるとき

は，開館時間若しくは休館日を変更し，又は臨時に休館することが

できる。 

別表（第9条関係） 

施設使用料金表 

室名 広さ 収容人員 施設使用料金 

午前9時30分

～正午 

午後1時～午

後3時 

午後3時～午

後5時 

会議室A 17m2 12人 500円 400円 400円

会議室B 17m2 12人 500円 400円 400円

会議室C 50m232人（50人） 1,300円 1,100円 1,100円

会議室D 46m228人（48人） 1,200円 1,000円 1,000円

室名 広さ 収容人員 施設使用料金 

午前10時～正

午 

午後1時～午

後3時 

午後3時～午

後5時 

会議室A 17m2 12人 400円 400円 400円

会議室B 17m2 12人 400円 400円 400円

会議室C 50m232人（50人） 1,100円 1,100円 1,100円

会議室D 46m228人（48人） 1,000円 1,000円 1,000円
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改正案 現 行 

備考 備考 

1 午前9時30分以前又は午後5時以後に活動センターを使用す

る場合の使用30分までごとの使用料は，午前9時30分以前の使

用にあっては午前9時30分から正午までの区分の使用料の額に

5分の1を，午後5時以後の使用にあっては午後3時から午後5時

までの区分の使用料の額に4分の1を乗じて得た額とする。 

2 前項の規定による使用料の算定において，10円未満の端数

を生じたときは，これを切り上げる。 

3 収容人員の欄の（ ）書は，最大収容人員とする。 

1 第4条第3項の規定により，午前10時以前又は午後5時以後に

活動センターを使用する場合の使用1時間までごとの使用料

は，午前10時以前の使用にあっては午前10時から正午までの区

分の使用料の額に，午後5時以後の使用にあっては午後3時から

午後5時までの区分の使用料の額に，それぞれ2分の1を乗じて

得た額とする。 

2 収容人員の欄の（ ）書は，最大収容人員とする。 


